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食品添加物における鉛試験法について 

〜重金属試験(比色法)から鉛分析(原子吸光光度法)へ〜 

 

はじめに 

 食品添加物は，保存料，甘味料，着色料，香料など，食品の製造過程または食品の加工・保

存の目的で使用されるものです。また食品添加物の安全性については，食品安全委員会による

評価を受け，人の健康を損なう恐れのない場合に限って，成分の規格や，使用の基準を定めた

上で使用が認められています。食品衛生法が規定する食品添加物の純度や成分についての規格，

また使用できる量などの基準は食品添加物公定書に収載されています。 

 食品，添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省告示第 370 号）の一部を改正する告示（平成

29 年厚生労働省告示第 345 号）に併せ，食品添加物公定書は約 10 年ぶりに第 8 版から第 9 版

に改正されました。今回の改正では，JECFA(FAO/WHO 合同食品添加物専門家会議)の国際規格 1)2)

との整合性を図るため，多くの食品添加物に対する鉛試験法が，従来の重金属試験法（比色法）

から鉛を個別に分析する鉛試験法（原子吸光光度法）へ変更となりました。 

本稿では，食品添加物の鉛試験法を中心に従来の重金属試験法との違いを紹介します。 

 

鉛の個別規格設定の背景 

農林水産省は“食品中の鉛に関する情報”3)の中で日本における食品からの鉛摂取量につい

て，過去 35 年の間に徐々に食事からの鉛摂取量は減少しており，これは環境中への鉛の排出

量規制などの排出源対策が進んだ結果であると報告しています。日本人の食品や飲料水からの

鉛摂取量を，JECFA に報告された諸外国の摂取量データと比べた結果 4)，日本人の鉛摂取量は

諸外国と比べて同程度以下であることが分かりました。 

 しかし，JECFA では少量であっても鉛を摂取することにより小児の知能や成人の血圧への悪

影響があることから，食品の国際規格であるコーデックスにおいて多くの食品に鉛の最大基準

値が設けられました 5)。国際規格との整合性を図るために，食品添加物においても鉛単独の規

格値を設けることが課題となりました。 

 

鉛試験法について 

 食品添加物公定書の鉛試験法 6)は第 1 法から第 5 法まであります。第 1 法は親水性有機物，

第 2 法は疎水性有機物の添加物が対象で，強熱による乾式灰化後，酸に溶解させて，その溶液

を原子吸光光度法にて測定を行います。第 3 法，第 4 法は有機塩類の添加物が対象になり，第

3 法は強熱による乾式灰化，第 4 法は酸による湿式灰化した後，酸に溶解させて，その溶液を

キレート抽出し，原子吸光光度法にて測定を行います。第 5 法は無機塩類の添加物が対象とな
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り，試料を採取後，各条の方法で試料溶液を調製後，その溶液をキレート抽出して原子吸光光

度法にて測定を行います。各方法の詳細については図－1 で示します。一般試験法として第 1

法から第 5 法が食品添加物公定書に収載されていますが，これらの方法以外にも，個別に試験

方法が定められている添加物もあります。 

 原子吸光光度法での測定 7)において，添加物の種類や測定する濃度域に応じて，フレーム方

式か電気加熱方式を選択することができます。 

 フレーム方式はアセチレン（可燃性ガス）と空気（支燃性ガス）の混合ガスで鉛を原子化さ

せて測定します。この方法では ppm オーダーの鉛を簡便に，また再現性良く測定することがで

き，鉛試験法の標準的な方法として採用されています。 

 一方，電気加熱方式ではグラファイト製のキュベットに大電流を流し，高温に加熱すること

で鉛を原子化させて測定します。この方法では ppb オーダーの鉛を感度良く測定でき，測定に

使用する試料溶液の量も数十μL と非常に少ないことが特徴です。ただし標準添加法により試

験を行うことや，空試験による補正が必要など，試験方法が煩雑であることが特徴です。 

 鉛試験法は第 1 法〜第 5 法，及び個別法で処理した溶液と，基準値相当量の鉛標準液を同

様に処理した溶液を原子吸光光度法で測定して比較するため，基準値を超えているかあるい

は超えていないかを判定する限度試験になります。そのため，試験結果の例としては「鉛と

して 2 μg/g 以下」という表記になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－1  一般試験法（鉛試験法） 

 

第1法
（親水性有機物）

試料 秤量

硫酸(1→4)少量

徐々に温度を上げ，試料がほとんど炭化し，
硫酸の白煙が発生しなくなるまで加熱

電気炉で強熱（450〜600℃）で完全に灰化
✳︎有機物が残る場合は再灰化

塩酸(1→4)10 mL

水浴上で加熱・溶解した後，蒸発乾固

硝酸(1→100)10 mL

試料溶液を原子吸光光度法で測定

第2法
（疎水性有機物）

試料 秤量

硫酸少量

緩やかに加熱

第3法
（有機塩類）

水浴上で加温・溶解
＊残留物が残る場合は時計皿を乗せ，5分間沸騰

キレート抽出（APDC-酢酸ブチル）

クエン酸水素二アンモニウム
(1→2)10 mL

アンモニア水でpH8〜9に調整
TB試液 1 mL

APDC(3→100) 5 mL

酢酸ブチル5 mL

硝酸(1→100)に溶け
ない場合，第3法へ

塩酸(1→4)10 mL

第4法
（有機塩類）

試料 秤量

硫酸5 mL

硝酸10 mL

徐々に温度を上げ，赤褐色
の煙がほとんど発生しなくな

るまで加熱

液が透明になり，濃厚な白煙
が発生するまで加熱

硝酸2 mL

塩酸(1→4)10 mL

第5法
（無機塩類）

試料 秤量

各条により試料を
調製

個別法

試料 秤量

各条により試料を
調製
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重金属試験法について 

第 8 版食品添加物公定書では重金属の規格値は「鉛として 20 μg/g 以下」の表記になって

いました。この重金属試験法は，一般試験法や個別法に記載された方法で処理した溶液及び鉛

標準液を呈色し，それらを目視で比較する方法ですが，鉛以外にも銅やビスマス，カドミウム，

水銀，スズなどの元素も同じような色調で呈色するため 8)，それらの元素全てを重金属として

測定しています。規格値以下だった場合，「鉛が 20 μg/g 以下」と誤解されやすいですが，正

確には「この試験法で鉛と同様に呈色した全ての金属を鉛として考えて，それが 20 μg/g 以

下」と言うことになります。そのため，添加物中に鉛が含まれていなくても，重金属試験法で

試験をすると基準値を超える可能性があります 9)。またこの試験法は様々な重金属を測りこみ

ますが，金属硫化物を生じない金属については呈色しないため，実は分析できる元素が少ない

とされ，JECFA などの海外の規格からは重金属試験法が削除され，個々の有害金属に特異的な

試験法に見直されました。 

 

鉛以外の重金属分析について 

従来の重金属試験法(比色法)では鉛以外の重金属も測定されていましたが，鉛のみを分析す

る鉛試験法では鉛以外の重金属について評価されないことになります。鉛以外の重金属の存在

を調べることやごく微量の金属の分析は品質管理をするうえで必要となる場合があります。金

属の存在を定性的に分析する方法として元素の定性試験 10)がありますが，多種類の金属元素を

一斉に定量する方法として誘導結合プラズマ発光分析法や，誘導結合プラズマ質量分析法によ

る一斉分析法があります。さらに，精度よく測定するための前処理法の開発 11)も進められてい

ます。 

 

おわりに 

 第 9 版食品添加物公定書より収載された鉛試験法についてご紹介させていただきました。こ

れまで行われてきた重金属試験法は簡便で安価に重金属の有無を判別できる反面，個々の有害

金属に特異的な試験ではなく，個別の数値化は難しいという問題がありました。また JECFA で

は重金属規格が見直され，鉛単独の基準が次々と設けられたことにより，食品添加物公定書も

一部の各条に重金属試験法が残っていますが，ほとんどが鉛試験法に変更になりました。また

規格値もこれまでは鉛として 10 または 20 μg/g 以下だったものが，ほとんどの添加物におい

て 2 μg/g 以下と低い規格値に設定されています。 

 弊財団では第 9 版食品添加物公定書に則った分析試験や，公定書よりも低い定量下限での微

量分析，また鉛以外の有害金属の個別分析や有害金属のリスク管理の相談等も承っております

ので，お気軽にお問い合わせください。 
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